
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  福島県復興支援員 埼玉事務所  活動日 （火・水・木） 

   （さいたま市浦和区常盤 6-4-21 ときわ会館内）       ９：００～１７：００ 

    ＴＥＬ：０４８－８１４－１１１１ ／ 携帯：０８０－８７６４－７９２７ 

    ＦＡＸ：０４８－８１４－１１１２     E-Mail : sien.fukushima@gmail.com 

 

 

  ※ 事務所不在の場合は留守番電話にメッセージを残してください。折り返しご連絡いたします。 
         

    ※『福島県 県外避難者支援事業』は、  福島県庁 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課より 

一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会が委託を受け、実施しております。 

 

ご存じですか 

受信料が免除になります。

（学校教育法で規定されている大学や短大、修業年限が１年

以上ある専門学校等に通い、親元などから離れて暮らす学生

が対象）

避難者支援ガイドブックは当事務

福

島県奨学生

索を！

・エンディングノート 無料配布

全国避難者情報システムへの届出 

（公的な総合相談窓口です） 「全国避難者情報システム」への届出の変更を

①

避難先市町村と転居後の避

難先市町村の両方

②

→現在お住いの避難先

東京電力の中間指針第五次追補等の請求はお済

みですか。 

特に住所を変更している方や、家族構成が変わっ

ている方は、下記の東京電力相談専用ダイヤルへ

の連絡が必要になります。問い合わせてみてくだ

さい。※東日本大震災時に浜通りと中通りに生活の拠点があ

った方、亡くなられた方も対象です。 

（震災時 18 歳以下と妊娠されていた方を除く） 

悩み事を相談できていますか？ 

“こころのストレス”チェックを！ 

□ 最近疲れているな    □ 眠れない事が多い 

□ 朝からすっきりしない  □ 人に会いたくない 

□ 何をするのもおっくう  □ 身体の不調が続く 

□ 最近いつもイライラする □ 食欲が無い 

□ 生きていても意味がないと思う □ 気力が無い 

等々……。こんな症状が重なったら、ひとりで悩ま

ずご相談ください。心の不調が身体の痛みの原因に

なる時もあります。早めに気づいて心と身体を休め

ましょう。まずはご相談してみてください！ 

ふくしま心のケアセンター被災者相談ダイヤル 

ふくここライン 0120-783-295 

（平日 9：00～12：00、13：00～17：00） 

ひとりで悩んでいませんか 

プチ情報 

お願い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

復興支援員：佐藤・冨永・野﨑

話すこと＝放すこと

ませんか。聴き取り、残すお手伝いをさせてください。

残して 

みませんか 

 令和６年 3 月 1日から戸籍証明書が最寄りの市

町村窓口で請求可能になりました！ 

広域交付制度により、本籍地以外の勤務先や現在

お住いの市町村窓口でも申請が可能です。戸籍の

本籍地が全国にあっても 1 か所の市町村窓口でま

とめて請求できます。避難元まで取りに行かなく

ても大丈夫になりました。  

請求できる方は、本人・配偶者・子・父母・祖

父母・孫です。 

※申請時には顔写真付きの身分証明書（運転免許

証やマイナンバーカード等）の提示が必要です。 

 令和 6年 4 月 1 日から相続登記が義務化されま

す。相続時には亡くなった方の出生から死亡まで

の戸籍が必要です。詳しくは、相続した不動産の

所在地を管轄している法務局や司法書士等に相談

してみてください。 

戸籍証明が 1か所の市町村で！ 

・将来、自分が認知症になったらどうしよう？ 

・障がいがある家族の事を誰に託したらいいのか

な？ 

・自分自身で財産の維持管理が難しくなったら…

…。 

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神

障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方の財

産を管理したり、不利益な契約の被害に合わない

ように等、ご自身の生活や医療・介護・福祉など

身のまわりの事柄にも目を配りながら、ご本人を

保護・支援する制度です。ご本人の状況により、

法定後見、任意後見などの制度が活用できます。

詳しくは避難元の市区町村の高齢福祉課や社会福

祉協議会、地域包括支援センターなどで相談がで

きます。 

 

成年後見制度 



 

ありがとうございました


